
 

大和市告示第１４７号 

大和市路線バス事業者及びタクシー事業者による新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補

助金交付要綱を次のように定める。 

 令和３年９月２１日 

大和市長 大 木  哲   

 

大和市路線バス事業者及びタクシー事業者による新型コロナウイルス感染症拡大防止対 

策事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の路線バス事業者及びタクシー事業者が行う新型コロナウイルス感染症

（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世

界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である

感染症をいう。以下同じ。）の拡大防止対策に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付す

ることについて、大和市補助金交付規則（昭和４２年大和市規則第２１号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 路線バス事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる一般乗

合旅客自動車運送事業を営む者をいう。 

 (2) タクシー事業者 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む者

をいう。 

 (3) 対象期間 令和３年４月１日から令和４年２月２８日までをいう。 

 （補助事業） 

第３条 補助事業は、対象期間内に実施した次条に規定する補助対象者が行う新型コロナウイルス

感染症拡大防止に資すると認められる物品の購入及び設置並びに消毒その他の作業に係る事業

（対象期間内に市内を運行する前条第１号又は第２号に規定する事業の用に供する車両に係る

ものに限る。）とする。 

 （補助対象者） 

第４条 補助の対象者（以下「補助対象者」という。）は、対象期間内に市内に営業所（個人事業



 

主にあっては住所）を有し、かつ、市内を運行している路線バス事業者又はタクシー事業者とす

る。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に定める額又は補助

事業に要する経費（以下「補助対象経費」という。）の実支出額のうち低い方の額とする。 

(1) 路線バス事業者 補助事業に係る車両の数に２０，０００円を乗じて得た額 

 (2) タクシー事業者 補助事業に係る車両の数に１０，０００円を乗じて得た額 

２ 前項の規定にかかわらず、この要綱と同様の趣旨で交付される国、県その他公共団体又は公共

的団体の補助金等を受けた者に対しては、その受けた分に相当する補助金は支給しない。 

３ 補助金の交付は、補助対象者１者につき１回限りとする。 

 （申請手続） 

第６条 申請者は、令和４年２月２８日までに大和市路線バス事業者及びタクシー事業者による新

型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金交付申請書に大和市路線バス事業者及びタク

シー事業者による新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業計画書・収支予算書その他必要な

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （交付の決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して適否を決定し、その

結果を大和市路線バス事業者及びタクシー事業者による新型コロナウイルス感染症拡大防止対

策事業補助金交付（不交付）決定通知書により、申請者に通知するものとする。 

 （計画変更） 

第８条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後に補助事業の計画を変更しようとすると

きは、大和市路線バス事業者及びタクシー事業者による新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

事業計画変更申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して適否を決定し、その結果

を大和市路線バス事業者及びタクシー事業者による新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事

業計画変更承認（不承認）通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに大和市路線バス事業者及びタクシー

事業者による新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業実施報告書・収支決算書に補助対象経

費の支払を証する領収書等を添え、市長に提出しなければならない。 



 

 （確定通知） 

第１０条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、大和市路線バス事業者及びタクシー事業者による新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとす

る。 

 （請求及び交付） 

第１１条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに大和市路線バス事業者

及びタクシー事業者による新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金交付請求書を市

長に提出しなければならない。 

（様式） 

第１２条 この要綱で使用する様式は、別表のとおりとし、その内容は別に定める。 

 （委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公表の日から施行する。 

 （失効） 

２ この要綱は、令和４年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第７条の規定に

より交付決定された補助金については、なお従前の例による。 



 

別表（第１２条関係） 

様式番号 様式の名称 関係条文 

第１号様式 

 

大和市路線バス事業者及びタクシー事業者による新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止対策事業補助金交付申請書 

第６条 

第２号様式 大和市路線バス事業者及びタクシー事業者による新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止対策事業計画書・収支予算書 

第６条 

第３号様式 

 

大和市路線バス事業者及びタクシー事業者による新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止対策事業補助金交付（不交付）決定通知書 

第７条 

第４号様式 大和市路線バス事業者及びタクシー事業者による新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止対策事業計画変更申請書 

第８条 

第５号様式 大和市路線バス事業者及びタクシー事業者による新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止対策事業計画変更承認（不承認）通知書 

第８条 

第６号様式 大和市路線バス事業者及びタクシー事業者による新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止対策事業実施報告書・収支決算書 

第９条 

第７号様式 大和市路線バス事業者及びタクシー事業者による新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止対策事業補助金額確定通知書 

第１０条 

第８号様式 大和市路線バス事業者及びタクシー事業者による新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止対策事業補助金交付請求書 

第１１条 

 


